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引受人の買取引受による売出し 190,944,000円

オーバーアロットメントによる売出し 238,680,000円
 

(注) １．募集金額は、発行価額の総額であり、平成30年８月17日

(金)現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株

式の終値を基準として算出した見込額であります。

ただし、今回の募集の方法は、引受人が発行価額にて買

取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額(発行価格)

で一般募集を行うため、一般募集における発行価格の総

額は上記の金額とは異なります。

２．売出金額は、売出価額の総額であり、平成30年８月17日

(金)現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株

式の終値を基準として算出した見込額であります。

【安定操作に関する事項】 １．今回の募集及び売出しに伴い、当社の発行する上場株式につ

いて、市場価格の動向に応じ必要があるときは、金融商品取

引法施行令第20条第１項に規定する安定操作取引が行われる

場合があります。

２．上記の場合に安定操作取引が行われる取引所金融商品市場を

開設する金融商品取引所は、株式会社東京証券取引所であり

ます。

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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第一部 【証券情報】

 

第１ 【募集要項】

 

１ 【新規発行株式】

種類 発行数 内容

普通株式 220,000株

完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当

社における標準となる株式であります。なお、単元株

式数は100株であります。
 

(注) １．平成30年８月27日(月)開催の取締役会決議によります。

２．本募集(以下「一般募集」という。)及び一般募集と同時に行われる後記「第２　売出要項　１　売出株式

(引受人の買取引受による売出し)」に記載の売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)にあ

たり、その需要状況を勘案した上で、当該募集及び売出しの主幹事会社である野村證券株式会社が当社株主

から37,500株を上限として借入れる当社普通株式の売出し(以下「オーバーアロットメントによる売出し」

という。)を行う場合があります。

オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事

項　２　オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。

３．一般募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております

が、その内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項　３　ロックアップについて」

をご参照下さい。

４．振替機関の名称及び住所

株式会社証券保管振替機構

東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号

 

２ 【株式募集の方法及び条件】

平成30年９月４日(火)から平成30年９月７日(金)までの間のいずれかの日(以下「発行価格等決定日」という。)に

決定される発行価額にて後記「３　株式の引受け」に記載の引受人は買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額

(発行価格)で一般募集を行います。引受人は払込期日に発行価額の総額を当社に払込み、一般募集における発行価格

の総額との差額は引受人の手取金とします。当社は引受人に対して引受手数料を支払いません。

(1) 【募集の方法】

区分 発行数 発行価額の総額(円) 資本組入額の総額(円)

株主割当 ― ― ―

その他の者に対する割当 ― ― ―

一般募集 220,000株 1,320,033,000 660,016,500

計(総発行株式) 220,000株 1,320,033,000 660,016,500
 

(注) １．全株式を金融商品取引業者の買取引受けにより募集します。

２．発行価額の総額は、引受人の買取引受けによる払込金額の総額であります。

３．資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、会社計算規則第14条第１項に従い算出される

資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上

げるものとします。また、増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じ

た額とします。

４．発行価額の総額及び資本組入額の総額は、平成30年８月17日(金)現在の株式会社東京証券取引所における当

社普通株式の終値を基準として算出した見込額であります。
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(2) 【募集の条件】

発行価格
(円)

発行価額
(円)

資本組入額
(円)

申込株
数単位

申込期間
申込証拠金

(円)
払込期日

未定
(注)１．２．

発行価格等決定
日の株式会社東
京証券取引所に
おける当社普通
株式の普通取引
の終値(当日に終
値 の な い 場 合
は、その日に先
立つ直近日の終
値)に0.90～1.00
を乗じた価格(１
円未満端数切捨
て)を仮条件とし
ます。

未定
(注)１．
　　２．

未定
(注)１．

100株
自 平成30年９月10日(月)
至 平成30年９月11日(火)

(注)３．

１株につ
き発行価
格と同一
の金額

平成30年９月14日(金)

 

(注) １．日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式により、上記仮条件によ

り需要状況を勘案した上で、平成30年９月４日(火)から平成30年９月７日(金)までの間のいずれかの日(発

行価格等決定日)に、一般募集における価額(発行価格)を決定し、併せて発行価額(当社が引受人より受取る

１株当たりの払込金額)及び資本組入額を決定いたします。なお、資本組入額は資本組入額の総額を新規発

行株式の発行数で除した金額とします。

今後、発行価格等(発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格、引受価額及び引受人の手取金をいう。以

下同じ。)が決定された場合は、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項(発行価額

の総額、資本組入額の総額、差引手取概算額、手取金の使途、引受人の買取引受による売出しの売出価額の

総額、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額

の総額をいう。以下同じ。)について、目論見書の訂正事項分の交付に代えて発行価格等決定日の翌日付の

日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの

期間中のインターネット上の当社ウェブサイト([URL]http://www2.cap-net.co.jp/ir/irnews.html)(以下

「新聞等」という。)で公表いたします。また、発行価格等が決定される前に有価証券届出書の記載内容に

ついて訂正が行われる場合には、目論見書の訂正事項分が交付されます。しかしながら、発行価格等の決定

に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項以外の記載内容についての訂正が

含まれる場合には目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等による公表は行いません。

２．前記「２　株式募集の方法及び条件」の冒頭に記載のとおり、発行価格と発行価額とは異なります。発行価

格と発行価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。

３．申込期間については、上記のとおり内定しておりますが、発行価格等決定日において正式に決定する予定で

あります。

なお、上記申込期間については、需要状況を勘案した上で繰り上げることがあります。当該需要状況の把握

期間は、最長で平成30年９月３日(月)から平成30年９月７日(金)までを予定しておりますが、実際の発行価

格等の決定期間は、平成30年９月４日(火)から平成30年９月７日(金)までを予定しております。

したがいまして、申込期間は、

①　発行価格等決定日が平成30年９月４日(火)の場合、「自　平成30年９月５日(水)　至　平成30年９月６

日(木)」

②　発行価格等決定日が平成30年９月５日(水)の場合、「自　平成30年９月６日(木)　至　平成30年９月７

日(金)」

③　発行価格等決定日が平成30年９月６日(木)の場合、「自　平成30年９月７日(金)　至　平成30年９月10

日(月)」

④　発行価格等決定日が平成30年９月７日(金)の場合は上記申込期間のとおり、

となりますのでご注意下さい。

４．申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものとします。

５．申込証拠金のうち発行価額相当額は、払込期日に新株式払込金に振替充当します。

６．申込証拠金には、利息をつけません。

７．株式の受渡期日は、平成30年９月18日(火)であります。

株式は、受渡期日から売買を行うことができます。

社債、株式等の振替に関する法律の適用により、株式の売買は、振替機関又は口座管理機関における振替口

座での振替えにより行われます。
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(3) 【申込取扱場所】

後記「３　株式の引受け」欄の金融商品取引業者の本店及び全国各支店で申込みの取扱いをいたします。

 

(4) 【払込取扱場所】

店名 所在地

株式会社三菱ＵＦＪ銀行　船場中央支店 大阪市中央区久太郎町二丁目１番30号
 

(注)　上記払込取扱場所での申込みの取扱いは行いません。

 

３ 【株式の引受け】

引受人の氏名又は名称 住所 引受株式数 引受けの条件

野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目９番１号 191,400株
１．買取引受けによりま

す。
２．引受人は新株式払込

金として、払込期日
に払込取扱場所へ発
行価額と同額を払込
むことといたしま
す。

３．引受手数料は支払わ
れません。ただし、
一般募集における価
額(発行価格)と発行
価額との差額は引受
人の手取金となりま
す。

大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号 13,200株

東海東京証券株式会社 名古屋市中村区名駅四丁目７番１号 6,600株

あかつき証券株式会社 東京都中央区日本橋小舟町８番１号 3,300株

株式会社ＳＢＩ証券 東京都港区六本木一丁目６番１号 3,300株

ＳＭＢＣ日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号 2,200株

計 ― 220,000株 ―
 

 

EDINET提出書類

株式会社キャピタル・アセット・プランニング(E32619)

有価証券届出書（参照方式）

 4/26



 

４ 【新規発行による手取金の使途】

(1) 【新規発行による手取金の額】

払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)

1,320,033,000 15,000,000 1,305,033,000
 

(注) １．引受手数料は支払われないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。ま

た、消費税等は含まれておりません。

２．払込金額の総額(発行価額の総額)は、平成30年８月17日(金)現在の株式会社東京証券取引所における当社普

通株式の終値を基準として算出した見込額であります。

 

(2) 【手取金の使途】

上記差引手取概算額1,305,033,000円については、423,000,000円を平成31年９月末までに外注費の増加対応及び

システム技術者等の採用費に、150,000,000円を平成33年９月末までに研究開発資金に、400,000,000円を平成32年

１月末までに大阪本社機能拡張のための設備投資資金に、残額が生じた場合には平成31年９月末までに借入金の返

済資金に充当する予定であります。

①　外注費の増加対応及びシステム技術者等の採用費について

当社の受託案件に対する現在の生産体制においては、国内・海外の協力会社からの人員の確保が不可欠であ

り、外注費の増加対応として、323,000,000円の支出を予定しております。また、開発生産体制の一層の強化のた

め、システム技術者等の採用費として、100,000,000円の支出を予定しております。

②　研究開発資金について

現在当社が開発中のＡＰＩ(アプリケーション・プログラミング・インターフェース)を介し提供される様々な

サービス及び情報をもとに、ＡＩ(Artificial Intelligence：人工知能)を活用した、タックスマネジメントとア

セットマネジメントを実現するシステムを、従量制形態で金融機関及び個人資産家向けに提供するための研究開

発資金として、75,000,000円の支出を予定しております。また、生命保険業界におけるビッグデータを活用した

自動提案、コールセンター自動応答システム及びバックオフィスシステムのオープン言語対応のための研究開発

資金として75,000,000円の支出を予定しております。

(注)　ＡＰＩ(アプリケーション・プログラミング・インターフェース)とは、あるコンピュータプログラム(ソフ

トウェア)の機能や管理するデータなどを、外部の他のプログラムから呼び出して利用するための手順や

データ形式などを定めた規約。

③　大阪本社機能拡張のための設備投資資金について

当社の開発製造能力の強化を目的とした本社移転を伴う大阪本社機能拡張のための設備投資資金として、

400,000,000円の支出を予定しております。

なお、後記「第三部　参照情報　第１　参照書類　１　有価証券報告書(第29期)」の「第一部　企業情報　第

３　設備の状況　３　設備の新設、除却等の計画　(1) 重要な設備の新設等」に記載した当社の設備投資計画は、

本有価証券届出書提出日(平成30年８月27日)現在、以下のとおりとなっております。

事業所名
(所在地)

設備の内容

投資予定額

資金調達方法 着手年月
完了予定
年月

完成後の
増加能力総額

(千円)
既支払額
(千円)

本社
(大阪市北区)

本社機能
システム開発施設

400,000 ―
増資資金、自己資金
及び借入金
(注)２．

平成31年
９月

平成32年
１月

床面積
1,800㎡

本社
(大阪市北区)

本社増床
システム開発施設

50,000 ― 自己資金及び借入金
平成33年
４月

平成33年
９月

床面積
430㎡

東京事務所
(東京都港区)

東京事務所増床
システム開発施設

50,000 ― 自己資金及び借入金
平成32年
４月

平成32年
９月

床面積
430㎡

 

(注) １．上記の金額に消費税等は含まれておりません。

２．増資資金で不足が生じた場合は、自己資金及び借入金をもって充当する予定です。
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第２ 【売出要項】

 

１ 【売出株式(引受人の買取引受による売出し)】

平成30年９月４日(火)から平成30年９月７日(金)までの間のいずれかの日(発行価格等決定日)に決定される引受価

額にて後記「２　売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)」に記載の引受人は買取引受けを行い、当該引受価

額と異なる価額(売出価格、発行価格と同一の価格)で売出しを行います。引受人は受渡期日に引受価額の総額を売出

人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金とします。売出人は

引受人に対して引受手数料を支払いません。　

種類 売出数 売出価額の総額(円) 売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名又は名称

普通株式 30,000株 190,944,000

大阪府茨木市
　洪　竣　　　　　　　　　　　　　 　8,500株
 
兵庫県宝塚市
　里見　努　　　　　　　　　　　　　 8,500株
 
兵庫県西宮市
　馬野　功二　　　　　　　　　　　　 8,500株
 
大阪市北区堂島浜二丁目２番28号　堂島アクシス
ビル４階　ＳＹＮＴＨ
　合同会社フィンテックマネジメント　 4,500株

 

(注) １．一般募集及び引受人の買取引受による売出しにあたり、その需要状況を勘案した上で、当該募集及び売出し

の主幹事会社である野村證券株式会社がオーバーアロットメントによる売出しを行う場合があります。

オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事

項　２　オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。

２．一般募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております

が、その内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項　３　ロックアップについて」

をご参照下さい。

３．振替機関の名称及び住所

株式会社証券保管振替機構

東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号

４．売出価額の総額は、平成30年８月17日(金)現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値を基

準として算出した見込額であります。
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２ 【売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)】

売出価格
(円)

引受価額
(円)

申込期間
申込
単位

申込
証拠金
(円)

申込
受付場所

引受人の住所及び
氏名又は名称

元引受契
約の内容

未定
(注)１．２．
発行価格等
決定日の株
式会社東京
証券取引所
における当
社普通株式
の普通取引
の終値(当
日に終値の
な い 場 合
は、その日
に先立つ直
近 日 の 終
値 ) に
0.90～1.00
を乗じた価
格 (１円未
満端数切捨
て)を仮条
件 と し ま
す。

未定
(注)１．
　　２．

自　平成30年
９月10日(月)
至　平成30年
９月11日(火)
(注)３．

100株

１株につ
き売出価
格と同一
の金額

右記金融商
品取引業者
の本店及び
全国各支店

東京都中央区日本橋一丁目９
番１号
　野村證券株式会社
 
東京都千代田区丸の内一丁目
９番１号
　大和証券株式会社
 
名古屋市中村区名駅四丁目７
番１号
　東海東京証券株式会社
 
東京都中央区日本橋小舟町８
番１号
　あかつき証券株式会社
 
東京都港区六本木一丁目６番
１号
　株式会社ＳＢＩ証券
 
東京都千代田区丸の内三丁目
３番１号
　ＳＭＢＣ日興証券株式会社

(注)４．

 

(注) １．日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式により、上記仮条件によ

り需要状況を勘案した上で、平成30年９月４日(火)から平成30年９月７日(金)までの間のいずれかの日(発

行価格等決定日)に、売出価格を決定し、併せて引受価額(売出人が引受人より受取る１株当たりの売買代

金)を決定いたします。

今後、発行価格等(発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格、引受価額及び引受人の手取金)が決定され

た場合は、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項(発行価額の総額、資本組入額

の総額、差引手取概算額、手取金の使途、引受人の買取引受による売出しの売出価額の総額、オーバーア

ロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額)につい

て、目論見書の訂正事項分の交付に代えて発行価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行価格等の決定

に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の当社

ウェブサイト([URL]http://www2.cap-net.co.jp/ir/irnews.html)(新聞等)で公表いたします。また、発行

価格等が決定される前に有価証券届出書の記載内容について訂正が行われる場合には、目論見書の訂正事項

分が交付されます。しかしながら、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動

して訂正される事項以外の記載内容についての訂正が含まれる場合には目論見書の訂正事項分が交付され、

新聞等による公表は行いません。

２．前記「１　売出株式(引受人の買取引受による売出し)」の冒頭に記載のとおり、売出価格と引受価額とは異

なります。売出価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。

３．株式の受渡期日は、平成30年９月18日(火)であります。

申込期間については、上記のとおり内定しておりますが、発行価格等決定日において正式に決定する予定で

あります。

なお、上記申込期間については、需要状況を勘案した上で繰り上げることがあります。当該需要状況の把握

期間は、最長で平成30年９月３日(月)から平成30年９月７日(金)までを予定しておりますが、実際の発行価

格等の決定期間は、平成30年９月４日(火)から平成30年９月７日(金)までを予定しております。

したがいまして、申込期間は、

①　発行価格等決定日が平成30年９月４日(火)の場合、「自　平成30年９月５日(水)　至　平成30年９月６

日(木)」

②　発行価格等決定日が平成30年９月５日(水)の場合、「自　平成30年９月６日(木)　至　平成30年９月７

日(金)」

③　発行価格等決定日が平成30年９月６日(木)の場合、「自　平成30年９月７日(金)　至　平成30年９月10

日(月)」

④　発行価格等決定日が平成30年９月７日(金)の場合は上記申込期間のとおり、

となりますのでご注意下さい。
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４．元引受契約の内容

買取引受けによります。

引受手数料は支払われません。

ただし、売出価格と引受価額との差額は、引受人の手取金となります。

なお、引受人の手取金は前記「第１　募集要項　３　株式の引受け　引受けの条件」において決定される引

受人の手取金と同一といたします。

各金融商品取引業者の引受株式数

金融商品取引業者名 引受株式数

野村證券株式会社 26,000株

大和証券株式会社 1,800株

東海東京証券株式会社 900株

あかつき証券株式会社 500株

株式会社ＳＢＩ証券 500株

ＳＭＢＣ日興証券株式会社 300株
 

５．申込みの方法は、申込期間内に申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものとします。

６．申込証拠金のうち引受価額相当額は、受渡期日に売出人への支払いに充当します。

７．申込証拠金には、利息をつけません。

８．株式は、受渡期日から売買を行うことができます。

社債、株式等の振替に関する法律の適用により、株式の売買は、振替機関又は口座管理機関における振替口

座での振替えにより行われます。
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３ 【売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)】

種類 売出数 売出価額の総額(円) 売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名又は名称

普通株式 37,500株 238,680,000
東京都中央区日本橋一丁目９番１号
　野村證券株式会社

 

(注) １．オーバーアロットメントによる売出しは、一般募集及び引受人の買取引受による売出しにあたり、その需要

状況を勘案した上で、当該募集及び売出しの主幹事会社である野村證券株式会社が当社株主から37,500株を

上限として借入れる当社普通株式の売出しであります。上記売出数はオーバーアロットメントによる売出し

の売出数の上限を示したものであり、需要状況により減少し、又はオーバーアロットメントによる売出しそ

のものが全く行われない場合があります。

オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事

項　２　オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。

今後、売出数が決定された場合は、発行価格等(発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格、引受価額及

び引受人の手取金)及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項(発行価額の総額、資本組入額の総

額、差引手取概算額、手取金の使途、引受人の買取引受による売出しの売出価額の総額、オーバーアロット

メントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額)について、目論

見書の訂正事項分の交付に代えて発行価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る有

価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の当社ウェブサイ

ト([URL]http://www2.cap-net.co.jp/ir/irnews.html)(新聞等)で公表いたします。また、発行価格等が決

定される前に有価証券届出書の記載内容について訂正が行われる場合には、目論見書の訂正事項分が交付さ

れます。しかしながら、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正さ

れる事項以外の記載内容についての訂正が含まれる場合には目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等によ

る公表は行いません。

２．振替機関の名称及び住所

株式会社証券保管振替機構

東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号

３．売出価額の総額は、平成30年８月17日(金)現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値を基

準として算出した見込額であります。

 

４ 【売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)】

売出価格
(円)

申込期間
申込
単位

申込証拠金
(円)

申込受付場所
引受人の住所及び
氏名又は名称

元引受契
約の内容

未定
(注)１．

自 平成30年９月10日(月)
至 平成30年９月11日(火)

(注)１．
100株

１株につき
売出価格と
同一の金額

野村證券株
式会社の本
店及び全国
各支店

― ―

 

(注) １．株式の受渡期日は、平成30年９月18日(火)であります。

売出価格及び申込期間については、前記「２　売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)」において決

定される売出価格及び申込期間とそれぞれ同一といたします。

２．申込みの方法は、申込期間内に申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものとします。

３．申込証拠金には、利息をつけません。

４．株式は、受渡期日から売買を行うことができます。

社債、株式等の振替に関する法律の適用により、株式の売買は、振替機関又は口座管理機関における振替口

座での振替えにより行われます。
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【募集又は売出しに関する特別記載事項】

 

１　株式会社東京証券取引所における市場変更について

当社普通株式は、本有価証券届出書提出日(平成30年８月27日(月))現在、株式会社東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱに

上場されておりますが、平成30年９月18日(火)に株式会社東京証券取引所市場第二部への市場変更を予定しておりま

す。

 

２　オーバーアロットメントによる売出し等について

一般募集及び引受人の買取引受による売出しにあたり、その需要状況を勘案した上で、当該募集及び売出しの主幹

事会社である野村證券株式会社が当社株主から37,500株を上限として借入れる当社普通株式の売出し(オーバーアロッ

トメントによる売出し)を行う場合があります。オーバーアロットメントによる売出しの売出数は、37,500株を予定し

ておりますが、当該売出数は上限の売出数であり、需要状況により減少し、又はオーバーアロットメントによる売出

しそのものが全く行われない場合があります。

なお、オーバーアロットメントによる売出しが行われる場合、野村證券株式会社は、一般募集及び引受人の買取引

受による売出しの対象となる株式とは別に、オーバーアロットメントによる売出しの売出数を上限として追加的に当

社普通株式を取得する権利(以下「グリーンシューオプション」という。)を、平成30年９月18日(火)から平成30年９

月26日(水)までの間を行使期間として上記当社株主から付与されます。

また、野村證券株式会社は、一般募集、引受人の買取引受による売出し及びオーバーアロットメントによる売出し

(以下「本件募集売出し」という。)の申込期間の終了する日の翌日から平成30年９月20日(木)までの間(以下「シンジ

ケートカバー取引期間」という。(注))、上記当社株主から借入れた株式(以下「借入れ株式」という。)の返却を目的

として、株式会社東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る株式数を上限とする当社普通

株式の買付け(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があります。野村證券株式会社がシンジケート

カバー取引により取得した全ての当社普通株式は、借入れ株式の返却に充当されます。なお、シンジケートカバー取

引期間内において、野村證券株式会社の判断でシンジケートカバー取引を全く行わず、又はオーバーアロットメント

による売出しに係る株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。

更に、野村證券株式会社は、本件募集売出しに伴って安定操作取引を行うことがあり、かかる安定操作取引により

取得した当社普通株式の全部又は一部を借入れ株式の返却に充当することがあります。

上記のとおりシンジケートカバー取引及び安定操作取引により取得して返却に充当後の残余の借入れ株式は、野村

證券株式会社がグリーンシューオプションを行使することにより返却されます。

なお、オーバーアロットメントによる売出しが行われるか否か及びオーバーアロットメントによる売出しが行われ

る場合の売出数については発行価格等決定日に決定されます。オーバーアロットメントによる売出しが行われない場

合は、野村證券株式会社による上記当社株主からの当社普通株式の借入れ、当該株主から野村證券株式会社へのグ

リーンシューオプションの付与及び株式会社東京証券取引所におけるシンジケートカバー取引は行われません。

(注)　シンジケートカバー取引期間は、

①　発行価格等決定日が平成30年９月４日(火)の場合、「平成30年９月７日(金)から平成30年９月20日(木)ま

での間」

②　発行価格等決定日が平成30年９月５日(水)の場合、「平成30年９月８日(土)から平成30年９月20日(木)ま

での間」

③　発行価格等決定日が平成30年９月６日(木)の場合、「平成30年９月11日(火)から平成30年９月20日(木)ま

での間」

④　発行価格等決定日が平成30年９月７日(金)の場合、「平成30年９月12日(水)から平成30年９月20日(木)ま

での間」

となります。
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３　ロックアップについて

一般募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、売出人である洪竣、里見努、馬野功二及び合同会社フィ

ンテックマネジメント、当社株主である北山雅一及び北山智子並びに本信託(以下に定義する。)における委託者兼受

益者である片山侑加、北山敦之及び北山敬子(以下「委託者兼受益者」という。)は野村證券株式会社に対し、発行価

格等決定日に始まり、一般募集及び引受人の買取引受による売出しの受渡期日から起算して90日目の日に終了する期

間(以下「ロックアップ期間」という。)中、野村證券株式会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の売却等

(ただし、引受人の買取引受による売出し等を除く。)を行わない旨及び委託者兼受益者は、各々を委託者、株式会社

ＳＭＢＣ信託銀行(以下「ＳＭＢＣ信託銀行」という。)を受託者とし、当社株式の管理を目的とする有価証券管理信

託(「本信託」という。)における受託者としてのＳＭＢＣ信託銀行の所有する当社株式についても、ＳＭＢＣ信託銀

行に同様の行為を行わせない旨合意しております。

また、当社は野村證券株式会社に対し、ロックアップ期間中、野村證券株式会社の事前の書面による同意なしに

は、当社株式の発行、当社株式に転換もしくは交換される有価証券の発行又は当社株式を取得もしくは受領する権利

を付与された有価証券の発行等(ただし、一般募集及び株式分割による新株式発行等を除く。)を行わない旨合意して

おります。

上記のいずれの場合においても、野村證券株式会社はロックアップ期間中であってもその裁量で当該合意の内容を

一部もしくは全部につき解除できる権限を有しております。

 

第３ 【第三者割当の場合の特記事項】

 

該当事項はありません。
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第４ 【その他の記載事項】

 

特に新株式発行並びに株式売出届出目論見書に記載しようとしている事項は次のとおりであります。

 

・表紙に当社のロゴマーク を記載いたします。

 

 

・裏表紙に当社社名の英訳である を記載いたします。

 

 

・表紙裏に以下の内容を記載いたします。

 

１．募集又は売出しの公表後における空売りについて

(1) 金融商品取引法施行令(以下「金商法施行令」という。)第26条の６の規定により、「有価証券の取引等の規

制に関する内閣府令」(以下「取引等規制府令」という。)第15条の５に定める期間(有価証券の募集又は売出

しについて、有価証券届出書が公衆の縦覧に供された日の翌日から、発行価格又は売出価格を決定したこと

による当該有価証券届出書の訂正届出書が公衆の縦覧に供された時までの間(＊１))において、当該有価証券

と同一の銘柄につき取引所金融商品市場又は金商法施行令第26条の２の２第７項に規定する私設取引システ

ムにおける空売り(＊２)又はその委託もしくは委託の取次ぎの申込みを行った投資家は、当該募集又は売出

しに応じて取得した有価証券により当該空売りに係る有価証券の借入れ(＊３)の決済を行うことはできませ

ん。

(2) 金融商品取引業者等は、(1)に規定する投資家がその行った空売り(＊２)に係る有価証券の借入れ(＊３)の決

済を行うために当該募集又は売出しに応じる場合には、当該募集又は売出しの取扱いにより有価証券を取得

させることができません。

＊１　取引等規制府令第15条の５に定める期間は、平成30年８月28日から、発行価格及び売出価格を決定した

ことによる有価証券届出書の訂正届出書が平成30年９月４日から平成30年９月７日までの間のいずれか

の日に提出され、公衆の縦覧に供された時までの間となります。

＊２　取引等規制府令第15条の７各号に掲げる、次の取引を除きます。

・先物取引

・国債証券、地方債証券、社債券(新株予約権付社債券及び交換社債券を除く。)、投資法人債券等の空

売り

・取引所金融商品市場における立会外売買による空売り

＊３　取引等規制府令第15条の６に定めるもの(売戻条件付売買又はこれに類似する取引による買付け)を含み

ます。
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２．今後、発行価格等(発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格、引受価額及び引受人の手取金をいう。以下同

じ。)が決定された場合は、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項(発行価額の総

額、資本組入額の総額、差引手取概算額、手取金の使途、引受人の買取引受による売出しの売出価額の総額、

オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額を

いう。以下同じ。)について、目論見書の訂正事項分の交付に代えて発行価格等決定日の翌日付の日本経済新聞

及び発行価格等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のイン

ターネット上の当社ウェブサイト([URL]http://www2.cap-net.co.jp/ir/irnews.html)(以下「新聞等」とい

う。)で公表いたします。また、発行価格等が決定される前に有価証券届出書の記載内容について訂正が行われ

る場合には、目論見書の訂正事項分が交付されます。しかしながら、発行価格等の決定に際し、発行価格等及

び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項以外の記載内容についての訂正が含まれる場合には目論見

書の訂正事項分が交付され、新聞等による公表は行いません。

 

・表紙の次に、以下に掲げる「１．事業の概況」から「４．業績等の推移」までの内容をカラー印刷したものを記

載いたします。
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・第一部　証券情報の直前に以下の内容を記載いたします。

 

(株価情報等)

１ 【株価、ＰＥＲ及び株式売買高の推移】

平成28年10月７日から平成30年８月17日までの株式会社東京証券取引所における当社普通株式の株価、ＰＥＲ及び

株式売買高の推移(週単位)は以下のとおりであります。

なお、当社株式は、平成28年10月７日をもって株式会社東京証券取引所に上場いたしましたので、それ以前の株

価、ＰＥＲ及び株式売買高については該当事項はありません。

(注) １．当社は、平成29年４月１日付で普通株式１株につき２株の株式分割を行っておりますので、株価、ＰＥＲ及

び株式売買高の推移(週単位)については、下記(注)２．乃至４．に記載のとおり、当該株式分割を考慮した

ものとしております。

２．・株価のグラフ中の１本の罫線は、週単位の始値、高値、安値、終値の４種類の株価を表しております。な

お、平成29年４月１日付株式分割の権利落ち前の株価については、当該株価を２で除して得た数値を株価

としております。

・始値と終値の間は箱形、高値と安値の間は線で表しております。

・終値が始値より高い時は中を白ぬき、安い時は中黒で表しております。

３．ＰＥＲの算出は、以下の算式によります。

ＰＥＲ(倍)＝
週末の終値

１株当たり当期純利益
 

・週末の終値については、平成29年４月１日付株式分割の権利落ち前は当該終値を２で除して得た数値を週

末の終値としております。

・１株当たり当期純利益は、以下の数値を使用しております。

平成28年10月７日から平成29年９月30日については、平成28年９月期有価証券報告書の平成28年９月期の

財務諸表の１株当たり当期純利益を２で除して得た数値を使用。

平成29年10月１日から平成30年８月17日については、平成29年９月期有価証券報告書の平成29年９月期の

財務諸表の１株当たり当期純利益を使用。

４．株式売買高については、平成29年４月１日付株式分割の権利落ち前は当該株式売買高に２を乗じて得た数値

を株式売買高としております。
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２ 【大量保有報告書等の提出状況】

平成30年２月27日から平成30年８月17日までの間における当社株式に関する大量保有報告書等の提出状況は、以下

のとおりであります。

提出者(大量保有者)の
氏名又は名称

報告義務発生日 提出日 区分
保有株券等の
総数(株)

株券等保有
割合(％)

合同会社フィンテッ
クマネジメント

平成30年５月28日 平成30年６月４日
変更報告書
(注)１．

444,800 16.89

北山　敦之 120,000 4.56

合同会社フィンテッ
クマネジメント

― 平成30年６月12日
訂正報告書
(注)１．２．

444,800 16.96

北山　敦之 120,000 4.57

合同会社フィンテッ
クマネジメント

平成30年３月１日 平成30年６月12日
変更報告書
(注)１．

444,800 16.94

北山　敦之 120,000 4.57

北山　雅一

平成30年１月12日 平成30年６月12日
変更報告書
(注)３．

249,600 9.52

北山　智子 40,000 1.52

日興アセットマネジ
メント株式会社

平成30年６月29日 平成30年７月５日 大量保有報告書 131,900 5.01

アセットマネジメン
トOne株式会社

平成30年７月13日 平成30年７月23日 大量保有報告書 150,200 5.70

アセットマネジメン
トOne株式会社

平成30年７月31日 平成30年８月７日 変更報告書 208,100 7.90
 

(注) １．合同会社フィンテックマネジメント及び北山敦之は共同保有者であります。

２．当該訂正報告書は、平成30年６月４日付で提出(報告義務発生日　平成30年５月28日)された変更報告書の記

載事項の訂正のために提出されたものであります。

３．北山雅一及び北山智子は共同保有者であります。

４．上記大量保有報告書等は関東財務局及び近畿財務局に、また大量保有報告書等の写しは当社株式が上場され

ている株式会社東京証券取引所に備置され、一般の縦覧に供されております。
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第二部 【公開買付けに関する情報】

 

該当事項はありません。

 

第三部 【参照情報】

 

第１ 【参照書類】

 

会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第５条第１項第２号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参

照すること。

 

１ 【有価証券報告書及びその添付書類】

事業年度　第29期(自　平成28年10月１日　至　平成29年９月30日)平成29年12月19日近畿財務局長に提出

 

２ 【四半期報告書又は半期報告書】

事業年度　第30期第１四半期(自　平成29年10月１日　至　平成29年12月31日)平成30年２月13日近畿財務局長に提

出

 

３ 【四半期報告書又は半期報告書】

事業年度　第30期第２四半期(自　平成30年１月１日　至　平成30年３月31日)平成30年５月15日近畿財務局長に提

出

 

４ 【四半期報告書又は半期報告書】

事業年度　第30期第３四半期(自　平成30年４月１日　至　平成30年６月30日)平成30年８月13日近畿財務局長に提

出

 

５ 【臨時報告書】

１の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日(平成30年８月27日)までに、金融商品取引法第24条の５第４

項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づく臨時報告書を平成29年12月20日に

近畿財務局長に提出

 

６ 【臨時報告書】

１の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日(平成30年８月27日)までに、金融商品取引法第24条の５第４

項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第２号の２の規定に基づく臨時報告書を平成30年５月16日に

近畿財務局長に提出

 

７ 【訂正報告書】

訂正報告書(上記１の有価証券報告書の訂正報告書)を平成29年12月21日に近畿財務局長に提出

 

８ 【訂正報告書】

訂正報告書(上記６の臨時報告書の訂正報告書)を平成30年５月25日に近畿財務局長に提出
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第２ 【参照書類の補完情報】

　

上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び四半期報告書(以下「有価証券報告書等」という。)の提出日以後

本有価証券届出書提出日(平成30年８月27日)までの間において、当該有価証券報告書等に記載された「事業等のリス

ク」について変更及び追加がありました。

以下の内容は、当該「事業等のリスク」を一括して記載したものであり、当該変更及び追加箇所については、     

罫で示しております。

　また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、以下の「事業等のリスク」に記載され

たものを除き、当該事項は本有価証券届出書提出日(平成30年８月27日)現在においてもその判断に変更はなく、また新

たに記載する将来に関する事項もありません。

　

[事業等のリスク]

本書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある

と考えられる主な事項には、以下の内容が挙げられます。また、必ずしもそのようなリスク要因に該当しない事項に

ついても、投資家に対する積極的な情報開示の観点から、以下に開示しております。

なお、文中の将来に関する事項は、本有価証券届出書提出日(平成30年８月27日)現在において当社が判断する主要

なものであり、事業等のリスクはこれに限るものではありません。

 
(1) 開発プロジェクトの管理について

当社の受託開発事業は、請負契約による開発案件が中心であります。当該開発業務の性質上、当初の見積以上の

作業工数が必要となる場合があり、想定以上の費用負担により開発案件の採算性の悪化が生じる可能性がありま

す。また、開発案件に対する仕様変更等による開発費用の追加発生、開発の遅延等により開発案件の採算性の悪化

が生じる可能性もあります。

本有価証券届出書提出日(平成30年８月27日)現在、当社では開発案件の採算性等に十分留意しつつ受注活動を行

うほか、プロジェクト審査委員会を設置し、プロジェクトの状態、マネージメント状況を適時に第三者的立場で客

観的に確認及び評価することで、進捗遅延等のリスクの顕在化を防止しております。このように案件管理を徹底す

る方針でありますが、開発遅延や仕様変更等により当初の見積以上の作業工数が発生し開発案件の採算性の悪化が

生じた場合には、当社の業績に影響を与える可能性があります。

 
(2) システムの不具合について

当社は、金融商品の販売等をサポートするためのシステムを開発・提供しておりますが、顧客の検収後にシステ

ムの不具合(いわゆるバグ)等が発見される場合があります。当社におきましては、品質管理の国際標準である

ISO9001の認証を取得して、品質管理の徹底を図り、不具合等の発生防止に努めておりますが、それでもなお、製品

に不具合等が発見された場合には、補修作業に伴う費用の増加、信用の低下、損害賠償などの要因により、当社の

業績に影響を与える可能性があります。

 
(3) 競合について

当社は、金融リテール市場において、提案・要件定義・基本設計といった上流工程から開発・運用・保守に至る

工程までを原則すべて自社で行う「ワンストップ・サービス」を徹底し、他社との差別化を図っております。しか

しながら、金融リテール市場において、より高度な技術やノウハウを保有する競合企業が出現し、顧客のニーズを

より的確に捉えたシステムを提供するようになった場合には、当社の業績に影響を与える可能性があります。

 
(4) 顧客が特定の業界に偏っていることについて

当社は、売上高の大半を国内金融機関、とりわけ生命保険会社に依存しております。そのため、生命保険業界の

合併、統合などの金融再編、法令や規制の変更・強化等及び業界のIT投資の動向などの要因により、当社の業績に

影響を与える可能性があります。
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(5) 特定の販売先への依存度が高いことについて

当社には販売実績の10％を超える販売先が存在しております。当社としましては、これらの主要顧客との取引を

維持・継続するために、先端的なシステム開発や技術に係る連携を強化することに加えて、新規顧客の開拓を進め

顧客基盤のより一層の拡大等に努めておりますが、主要顧客の営業方針の変更及びシステム投資規模の減少等、何

らかの理由により主要顧客との取引が終了ないし大幅に縮小した場合には、当社の業績に影響を及ぼす可能性があ

ります。

 
(6) 知的所有権について

当社の開発するソフトウェアの著作権等の知的所有権は、当社に帰属し、当社独自のものであると考えておりま

す。しかし、当社の認識の範囲外で第三者の知的所有権を侵害したり、逆に第三者が当社の知的所有権を侵害する

可能性があります。第三者の知的財産権を侵害した場合には、当社の業績に影響を与える可能性があります。

 
(7) 業績の季節変動について

当社の主たる事業である受託開発事業は、主要な顧客である生命保険会社等の金融機関のＩＴ投資予算の制約を

受けること、近年は生命保険会社の新商品販売時期が10月頃に偏重する傾向にあることから、売上高、営業利益、

経常利益とも１月から３月(第２四半期)及び７月から９月(第４四半期)に偏重する傾向があります。

ただし、当事業年度（平成30年９月期）においては、保険業法に規定される標準生命表が11年振りに改定され、

生命保険会社の料率改定や新商品の投入が４月に偏重したため、当社の納品が第２四半期に集中することとなり、

当第２四半期累計期間の売上高は3,403,244千円（前年同四半期比16.5％増）、営業利益は417,098千円（前年同四

半期比259.7％増）、経常利益は417,044千円（前年同四半期比274.6％増）、四半期純利益は256,366千円（前年同

四半期比306.5％増）となりました。

また、検収基準で売上高を計上する案件があることから、何らかの理由により検収時期が翌期にずれ込んだ場合

には、当期の当社の業績に影響を与える可能性があります。

 
(8) 人材の確保について

当社が新たなサービスを開発、展開していくためには、常に優秀な人材を確保しなければなりません。当社にお

いては、金融商品取引法に準拠したシステムの開発販売及びコンサルティングを行っているため、優秀な人材は不

可欠であります。現時点においては必要な人材を確保しておりますが、高度な能力を持つ人材は流動化が進行して

おり、将来も継続して必要な人材を確保できるかどうかについては不確定であり、十分な人材を確保できない場合

には、当社の業績に影響を与える可能性があります。

 
(9) 情報セキュリティ管理について

当社は顧客の情報システムを構築する過程において、個々の顧客業務内容等の機密情報を入手し得る立場にある

ことから、個人情報を含めた情報管理のため入退出管理、アクセス可能者の制限、アクセスログ取得等のセキュリ

ティ対策を講じる等、情報管理体制の整備強化に努めており、情報セキュリティマネジメントの国際標準である

ISO27001の認証を取得しております。

しかしながら、今後、当社の過失や第三者による不法行為等によって顧客の個人情報や機密情報、当社が保有す

る個人情報等が外部へ流出した場合には、損害賠償請求や社会的信用の失墜等により、当社の業績に影響を与える

可能性があります。

 
(10) 自然災害、事故等について

当社では、自然災害、事故等に備え、バックアップサーバーの分散化、定期的バックアップ、稼働状況の監視に

よるシステムトラブルの事前防止又は回避に努めておりますが、大地震、台風等の自然災害や事故等により、設備

の損壊や電力供給の制限等の事業継続に支障をきたす事象が発生した場合、当社の業績に重要な影響を及ぼす可能

性があります。

 

EDINET提出書類

株式会社キャピタル・アセット・プランニング(E32619)

有価証券届出書（参照方式）

25/26



 

(11) 特定人物への依存について

当社の代表取締役社長である北山雅一(以下、同氏といいます。)は、当社の創業者であり、会社設立以来の最高

経営責任者であります。経営方針や事業戦略の決定やその実行において重要な役割を果たしております。

当社においては、特定の人物に依存しない体制を構築するべく、幹部社員の情報共有や権限の委譲によって同氏

に過度に依存しない組織体制の整備を進めておりますが、何らかの理由により同氏が当社の業務を遂行することが

困難になった場合、同氏が管掌役員を務めるコンサルティング部の新規案件の獲得等に影響を及ぼす可能性があり

ます。

 
(12) ストック・オプションの権利行使による株式価値の希薄化について

ストック・オプション制度は、企業価値と役職員個々の利益を一体化し、ベクトルの共有や目標の達成等組織に

おける職務の動機付けを向上させることを目的として導入し、今後も資本政策の中で慎重に検討しつつ、継続的に

実施してまいりたいと考えております。

本有価証券届出書提出日(平成30年８月27日)の前月末における潜在株式数は36,000株であり、発行済株式総数の

1.4％に相当しておりますが、権利行使された場合には、当社の１株当たりの株式価値が希薄化する可能性がありま

す。

 
(13) 業界全体の動向および法令改正等の状況について

当社の売上高は生命保険会社に大きく依存しております。このため、保険商品の販売動向、新商品の販売数及び

保険業法等の生命保険業界に関連する法令の改正等が当社の業績に影響を与える可能性があります。

 
第３ 【参照書類を縦覧に供している場所】

 

株式会社キャピタル・アセット・プランニング　本店

(大阪市北区堂島二丁目４番27号)

株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町２番１号)

 

第四部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。

 

第五部 【特別情報】

 

該当事項はありません。
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